
１. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券 ・・・・・ 償却原価法によっております。

② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの ・・・・・ 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

時価のないもの ・・・・・ 移動平均法に基づく原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び材料品　・・・・・　　主として最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

（3）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　・・・・・　　　定率法によっております。（但し、平成10年4月1日以降取得の建物は定額法）

(ﾘｰｽ資産を除く) 　　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　 物 　０１　～　６５年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物附属設備 　０２　～　４５年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　構築物 　０２　～　５０年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械装置　　　 　０７　～　１７年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車両運搬具 　０４　～　０６年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工具・器具・備品 　０２　～　２０年

無形固定資産　　　・・・・・　　　定額法によっております。

(ﾘｰｽ資産を除く)

リース資産　　　　・・・・・　　　①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　 　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

  ②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（4）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 賞与引当金

   本法人の職員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

③ 退職給付引当金

④ 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、「役員、評議員及び顧問の報酬等並びに費用に関する規程」

に基づく期末要支給額を計上しております。

（5）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

（6）税効果会計の適用について

（7）消費税等の会計処理

　 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記　

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

   ただし本法人利用のソフトウェアについては、本法人内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

   債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

   本法人の職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる額を計
上しております。なお、数理計算上の差異及び過去勤務債務については、発生年度に一括処理しております。

 　税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上すること
を目的として税効果会計を適用しております。

　 現金預金勘定より預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除いた金額としております。



２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

前期末 当　期 当　期 当期末

残　高 増加額 減少額 残　高
基本財産

　定期預金 10,099 1,000 － 11,099

　有価証券 13,400 － 1,000 12,400

23,500 1,000 1,000 23,500

特定資産

退職給付引当資産

　定期預金・有価証券 1,304 166 25 1,445

弘済会館建替資金

　定期預金・有価証券 15,000 1,253 1,000 15,253

KS代官山建替資金

　定期預金 1,069 281 － 1,350

上野KS建替資金

　定期預金 600 150 － 750

札幌南藻園建替資金

　有価証券 200 113 － 313

新大阪KS建替資金

　定期預金 － 400 － 400

預り保証金引当資産

　定期預金・有価証券 1,957 24 38 1,943

奨学金貸付金 1,044 113 182 976

東京弘済園貸付金 263 － 1 261

補助対象資産等 1,058 － 77 981

22,497 2,503 1,325 23,675

45,997 3,503 2,325 47,175

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

基 本 財 産
　定期預金・有価証券 23,500 (0) (23,499) － うち指定正味財産

23,500 (0) (23,499) － からの充当額は、
特 定 資 産 5,000円であります。  

退職給付引当資産
  　定期預金・有価証券 1,445 － － (1,445)

弘済会館建替資金
　定期預金・有価証券 15,253 － (15,253) －
KS代官山建替資金
　定期預金 1,350 － (1,350) －
上野KS建替資金
　定期預金 750 － (750) －
札幌南藻園建替資金
　有価証券 313 － (313) －
新大阪KS建替資金
　定期預金 400 (400)
預り保証金引当資産
　定期預金・有価証券 1,943 － － (1,943)
奨学金貸付金 976 － (976) －
東京弘済園貸付金 261 － (261) －
補助対象資産等 981 (514) (467) －

23,675 (514) (19,772) (3,388)
47,175 (514) (43,272) (3,388)

４． 担保に供している資産

担保に供している資産は、次のとおりであります。

570 166

土               地 147
570 166

建               物 88

合　　　         計 236

小 計

（単位：百万円）

科 目
当期末
残　高

（うち指定正
味財産からの
充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

小 計

（単位：百万円）

科 目

小 計

小 計

合 計

合 計

（単位：百万円）

科 目
帳簿価額 長期借入金 長期借入金残

(1年以内を含む)



５． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

437 981

7,979 10,867

8,969 1,982

554 234

31 21

28 1

988 232

212 808

－ 141

19,203 15,271

６． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

    満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

基本財産 12,400 13,760 1,360

有価証券 12,400 13,760 1,360

国　債 4,200 5,226 1,025

社　債 4,200 4,866 666

東日本旅客鉄道 3,000 3,480 480
西日本旅客鉄道 200 232 32
東海旅客鉄道 1,000 1,153 153

外国債 4,000 3,668 -331
ドイツ復興金融公庫 4,000 3,668 -331

特定資産 5,800 6,176 376
資産取得資金 5,800 6,176 376
弘済会館建替資金 5,800 6,176 376

有価証券 5,800 6,176 376

社　債 3,800 3,837 37

東日本旅客鉄道 1,900 1,909 9

西日本旅客鉄道 500 521 21

アサヒグループホールディングス 1,100 1,104 4

東日本高速道路 300 302 2

外国債 2,000 2,338 338

北欧投資銀行 1,000 1,146 146

世界銀行 1,000 1,192 192

18,200 19,937 1,736

７． 主な補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

主な補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

64 － 3 61  指定正味財産

53 － 3 50  指定正味財産

31 － 1 29  指定正味財産

10 － 0 9  指定正味財産

83 － 4 78  指定正味財産

5 － 0 4  指定正味財産

184 － 14 169  指定正味財産

93 － 5 88  指定正味財産

19 － 3 15  指定正味財産

552 － 38 514合　　　　　　　　　計

6 －

（単位：百万円）

 荒川区

 西条市

 日本ｴﾚｸﾄﾛ

 ﾋｰﾄｾﾝﾀｰ

 秋田市

 函館市

 釧路市

 神奈川県

 福井市

京都府

交付者補  助  金  の  名  称

補 助 金

 荒川区私立保育所開設補助金

 西条市社会福祉施設建設費等補助金

 住宅・建築物高効率エネルギー

　　システム導入促進事業費補助金
 和歌山市子育て支援特別対策事業費補助金

 秋田市児童福祉施設等市整備費補助金

1 5  指定正味財産

1,221

建 物 18,847

建 物 設 備 10,952

構 築 物 789

合 計

（単位：百万円）

科 目 種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

リ ー ス 資 産 1,020

建 設 仮 勘 定 141

合 計 34,474

補 助 対 象 資 産 等 1,419

（単位：百万円）

科 目 取得価額 減価償却
累計額

当期末
残　高

 函館市社会福祉施設整備補助事業

 釧路市法人立保育所施設整備費補助金
 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金事業費補助金

 福井市保育施設整備事業補助金

 社会福祉施設等災害復旧費補助金

 和歌山市

機 械 装 置 52

車 両 運 搬 具 30

工 具 ･ 器 具 ･ 備 品



８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

金 額
経常収益への振替額

南千住駅前保育所新築補助金 3
西条保育所改築補助金 3
弘済会館熱源機器更新補助金 1
和歌山保育所大規模修繕補助金 1
秋田保育所大規模修繕補助金 0
人見保育所改築補助金 4
釧路保育所大規模修繕補助金 0
「弘済学園」管理棟・生活棟耐震改修補助金 14
福井保育所大規模修繕補助金 5
社会福祉施設等災害復旧費補助金 3

38

９． キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は、以下のとおりであります。

現金預金勘定 4,860百万円 現金預金勘定 3,564百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 15百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 0百万円

現金及び現金同等物 4,845百万円 現金及び現金同等物 3,564百万円

（2）重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

１０． 退職給付関係

（1）採用している退職給付制度の概要

   本法人は、退職一時金制度を設けております。

（2）退職給付債務及びその内訳は、以下のとおりであります。

① 退職給付債務 1,468

② 未認識数理計算上の差異 －

③ 未認識過去勤務差異 －

④ 退職給付引当金　（①+②+③） 1,468

（3）退職給付費用に関する事項は、以下のとおりであります。

① 勤務費用 79

② 利息費用 12

③ 数理計算上差異の費用処理額 135

④ 退職共済掛金拠出金 28

⑤ その他 －

⑥ 退職給付費用　（①+②+③+④+⑤） 256

（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項は、以下のとおりであります。

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 ０．００８％

③ 数理計算上差異の処理年数 発生年度一括処理

④ 過去勤務債務の額の処理年数 発生年度一括処理

　　　期首時点の計算において適用した割引率は1.016％でありましたが、期末時点において再検討を行った結果、割引率の変更に

　　より退職給付債務の額に影響を及ぼすと判断し、割引率を0.008％に変更しております。

１１. 税効果会計関係

（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。

賞与引当金 0

その他 1

繰延税金資産（流動資産） 1

欠損金 2,195

退職給付引当金損金算入限度超過額 1

減損損失処理否認 0

その他 1

評価性引当額 -2,198

繰延税金資産（固定資産） 0

繰延税金資産合計 2

（単位：百万円）

当期末

特になし

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
内 容

合 計

当期末前期末

前期末

特になし



（2）法人税法上の非収益事業と収益事業の区分は、以下のとおりであります。

税引前当期一般正味財産増減額 （Ａ） 341 235 577

寄付金損金算入限度額 （Ｂ） － 1,789 1,789

（Ｃ）＝（Ａ）+（Ｂ） 341 2,025 2,366

法人税、住民税及び事業税 （Ｄ） － － －

法人住民税（均等割） （Ｅ） 2 0 2

法人税等調整額 （Ｆ） － 2 2

当期一般正味財産増減額　　　　(A)-(D)-(E)-(F) 338 233 572

（3）

率

法定実効税率 34.0%

みなし寄付金認定損 -30.0%

寄付金等永久に損金に算入されない項目 -0.7%

住民税均等割等 0.0%

評価性引当額の増減 -1.4%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1%

項　　　　　　　　　　　　　　　目

小　　　　　　計

 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な
項目別の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

項 目
非収益
事  業

収 益
事 業

合 計


